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参 考 資 料

参考１ 水質汚濁に係る環境基準、要監視項目及び指針値

参考２ 健康項目に係る環境基準値超過検体数（平成５年度～１４年度）

参考３－１ 生活環境項目（全窒素及び全燐を除く）に係る環境基準値超過

検体数（平成５年度～１４年度）

参考３－２ 生活環境項目（全窒素及び全燐）に係る環境基準値超過検体数

（平成５年度～１４年度）

参考４－１ 水域群別・類型別水質の推移（ＢＯＤ･ＣＯＤ年間平均値）

参考４－２ 各水域群における水質（ＢＯＤ又はＣＯＤ75％値）の推移

参考５－１ 閉鎖性海域の水質状況（ＣＯＤ年間平均値 （過去１０年間））

参考５－２ 閉鎖性海域の水質状況（ＣＯＤ）

参考６ 全窒素及び全燐に係る水域群別・類型別水質の推移

参考７ ＢＯＤ又はＣＯＤに係る水域群別の水域達成率と地点達成率の推移

参考８ 各水域群における地域ブロック別のＢＯＤ・ＣＯＤ達成率の推移

付表１ 平成１４年度健康項目環境基準値超過地点一覧

付表２ 環境基準満足度上位水域（ベスト５）

付表３ ＢＯＤ又はＣＯＤ高濃度水域（ワースト５）

（ ）付表４ 河川のＢＯＤ平均値によるベスト・ワースト順位 都道府県別

付表５ 湖沼のＣＯＤ平均値によるベスト・ワースト順位
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（参考１）水質汚濁に係る環境基準

１）人の健康の保護に関する環境基準

カドミウム 0.01㎎／Ｌ以下 

全シアン 検出されないこと

鉛 0.01㎎／Ｌ以下

六価クロム 0.05㎎／Ｌ以下

砒素 0.01㎎／Ｌ以下

総水銀 0.0005㎎／Ｌ以下

アルキル水銀 検出されないこと

ＰＣＢ 検出されないこと

ジクロロメタン 0.02㎎／Ｌ以下

四塩化炭素 0.002㎎／Ｌ以下

１,２－ジクロロエタン 0.004㎎／Ｌ以下

１,１－ジクロロエチレン 0.02㎎／Ｌ以下

シス－１，２ジクロロエチレン 0.04㎎／Ｌ以下

１，１，１－トリクロロエタン 1㎎／Ｌ以下

１，１，２－トリクロロエタン 0.006㎎／Ｌ以下

トリクロロエチレン 0.03㎎／Ｌ以下

テトラクロロエチレン 0.01㎎／Ｌ以下

１，３－ジクロロプロペン 0.002㎎／Ｌ以下

チウラム 0.006㎎／Ｌ以下

シマジン 0.003㎎／Ｌ以下

チオベンカルブ 0.02㎎／Ｌ以下

ベンゼン 0.01㎎／Ｌ以下

セレン 0.01㎎／Ｌ以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10㎎／Ｌ以下

ふっ素 0.8㎎／Ｌ以下

ほう素 1㎎／Ｌ以下

（備考） １．全シアンを除き環境基準値は年間平均値とする。
　　 　　　　全シアンに係る環境基準値については最高値とする。
         ２．「検出されないこと」とは、別に定める方法により測定した場合において、
　　  　　　 その結果が当該方法の定量限界値を下回ることをいう。
　 　　　３．海域については、ふっ素及びほう素の環境基準は適用しない。

項　　　　　　　目 基　 　準 　　値
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２）生活項目の保全に関する環境基準

１　河　川
項目

水素イオン濃度 生物化学的酸素 浮遊物質量 溶存酸素量

類型 （ｐＨ） 要求量（ＢＯＤ） （ＳＳ） （ＤＯ）

ＡＡ
水道１級自然環境保全及びＡ以下の

欄に揚げるもの
6.5以上8.5以下 1mg/ｌ以下 25mg/ｌ 7.5mg/l以下 50MPN/100mｌ以下

Ａ
水道２級・水産１級・水浴及びＢ以下

の欄に揚げるもの
6.5以上8.5以下 2mg/ｌ以下 25mg/ｌ以下 7.5mg/l以下 1,000MPN/100mｌ以下

Ｂ
水道３級・水産２級及びＣ以下の欄に

揚げるもの
6.5以上8.5以下 3mg/ｌ以下 25mg/ｌ以下 5mg/l以上 5,000MPN/100mｌ以下

Ｃ
水産３級・工業用水１級及びＤ以下の
欄に揚げるもの

6.5以上8.5以下 5mg/ｌ以下 50mg/ｌ以下 5mg/l以上 －

Ｄ
工業用水２級・農業用水及びＥの欄

に揚げるもの
6.0以上8.5以下 8mg/ｌ以下 100mg/ｌ以下 2mg/l以上 －

Ｅ 工業用水３級・環境保全 6.0以上8.5以下 10mg/ｌ以下
ごみ等の浮遊が認

められないこと。
2mg/l以上 －

２　海　域
ア

項目

水素イオン濃度 化学的酸素要求量 溶存酸素量

類型 （ｐＨ） （ＣＯＤ） （ＤＯ）

Ａ
水道１級・水浴・自然環境保全及びＢ

以下の欄に揚げるもの
7.8以上8.3以下 2mg/ｌ以下 7.5mg/l以上

1,000MPN/100ml

以下
検出されないこと。

Ｂ
水産２級・工業用水及びＣの欄に揚

げるもの
7.8以上8.3以下 3mg/ｌ以下 5mg/l以上 － 検出されないこと。

Ｃ 環　境　保　全 7.0以上8.3以下 8mg/ｌ以下 2mg/l以上 － －

イ
項目

類型 全　　窒　　素 全　　り　　ん

Ⅰ 0.2mg/l以下 0.02mg/l以下

Ⅱ 0.3mg/l以下 0.03mg/l以下

Ⅲ 0.6mg/l以下 0.05mg/l以下

Ⅳ 1mg/l以下 0.09mg/l以下

備考
　１　基準値は、年間平均値とする。

　２　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとする。

（注）

水産2種及びⅣの欄に揚げるもの

（水産3種を除く。）

　１．自然環境保全： 自然深勝等の環境保全

　２．水　産　１　種 ： 底種魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

      水　産　２　種 ： 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

      水　産　３　種 ： 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

水産3種・工業用水・生物生息環境保全

　３．生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

　１．自然環境保全： 自然深勝等の環境保全

自然環境保全及びⅡ以下の欄に揚げるもの（水産2種及び
3種を除く。）

水産１種・水浴及びⅢ以下の欄に揚げるもの

（水産2種及び3種を除く。）

　２．水  産  １  級 ： マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用

      水　産　２　級 ： ボラ、ノリ等の水産生物用

　３．環  境  保  全： 国民の日常生活（沿岸の遊歩道を含む。）において不快感を生じない限度

利用目的の適応性
基　　　　準　　　　値

基　　　　準　　　　値

基　　　　準　　　　値

大腸菌群数

　１　基準値は、日間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

　２　農業用水利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/ｌ以上とする。（湖沼もこれに準ずる。）。

（注）

利用目的の適応性

利用目的の適応性

　　　工業用水２級 ： 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

　　　工業用水３級 ： 特殊な浄水操作を行うもの

　５．環  境  保  全： 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

　１．自然環境保全： 自然深勝等の環境保全

　２．水　道　１　級 ： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

大腸菌群数
ｎ-ヘキサン抽出

物質（油分等）

備考

　　　水　道　２　級 ： 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

（注）

備考

　１　水産１級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。

　３．水　産　１　級 ： ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

　　　水　産　２　級 ： サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

　　　水　産　３　級 ： コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用

　４．工業用水１級 ： 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

　　　水　道　３　級 ： 前処理等に伴う高度の浄水操作を行うもの
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注：上記は平成14年度末現在のもの。平成15年11月5日付告示改正により、水生生物に係る

環境基準が追加されている。

３　湖　沼　（天然湖沼及び貯水量1,000立方メートル以上の人工湖）
ア

項目

水素イオン濃度 化学的酸素要求量 浮遊物質量 溶存酸素量

類型 （ｐＨ） （ＣＯＤ） （ＳＳ） （ＤＯ）

ＡＡ
水道１級・水産１級・自然環境保全及

びＡ以下の欄に揚げるもの
6.5以上8.5以下 1mg/ｌ以下 1mg/ｌ以下 7.5mg/l以上 50MPN/100mｌ以下

Ａ
水道２・３級・水産２級・水浴及びＢ以

下の欄に揚げるもの
6.5以上8.5以下 3mg/ｌ以下 5mg/ｌ以下 7.5mg/l以上

1,000MPN/100ml

以下

Ｂ
水産３級・工業用水１級・農業用水及
びＣの欄に揚げるもの

6.5以上8.5以下 5mg/ｌ以下 15mg/ｌ以下 5mg/l以上 －

Ｃ 工業用水２級・環境保全 6.0以上8.5以下 8mg/ｌ以下
ごみ等の浮遊が認
められないこと

2mg/l以上 －

イ
項目

類型 全　　窒　　素 全　　り　　ん

Ⅰ 0.1mg/l以下 0.005mg/l以下

Ⅱ 0.2mg/l以下 0.01mg/l以下

Ⅲ 0.4mg/l以下 0.03mg/l以下

Ⅳ 0.6mg/l以下 0.05mg/l以下

Ⅴ 1mg/l以下 0.1mg/l以下

　４．環  境  保  全： 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

水道３級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に揚げるもの

水産２種及びⅤの欄に揚げるもの

　２．水  道  １  級 ： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

備考

　１　基準値は、年間平均値とする。

　　　水  産  ２  種 ： ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用

利用目的の適応性

自然環境保全及びⅡ以下の欄に揚げるもの

水道１、２、３級（特殊なものを除く）水産１種水浴及びⅢ以

下の欄に揚げるもの

基　　　　準　　　　値

大腸菌群数

　　　工業用水２級 ： 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの

　５．環  境  保  全： 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

　３．水  産  １  級 ： ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

　　　水  産  ２  級 ： サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

　　　水  産  ３  級 ： コイ、フナ等の富栄養湖型の水域の水産生物用

　４．工業用水１級 ： 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

　１．自然環境保全： 自然深勝等の環境保全

利用目的の適応性

水産３種・工業用水・農業用水・環境保全

　２．水  道  １  級 ： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

　　　水 道 ２、３ 級： 沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等伴う高度の浄化操作を行うもの

基　　　　準　　　　値

　　　水  産  ３  種 ： コイ、フナ等の水産生物用

　　　水  道  ２  級 ： 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

　２　水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の

　　　基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。

　３　農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。

（注）

　１．自然環境保全：自然深勝等の環境保全

　　　水  道  ３  級 ： 前処理等に伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）

　３．水  産  １  種 ： サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用

（注）
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３）要監視項目及び指針値

項 目 指 針 値

クロロホルム 以下0.06 mg/l
トランス ジクロロエチレン 以下-1,2- 0.04 mg/l

ジクロロプロパン 以下1,2- 0.06 mg/l
ジクロロベンゼン 以下p- 0.3 mg/l

イソキサチオン 以下0.008 mg/l
ダイアジノン 以下0.005 mg/l
フェニトロチオン（ＭＥＰ） 以下0.003 mg/l
イソプロチオラン 以下0.04 mg/l
オキシン銅（有機銅） 以下0.04 mg/l
クロロタロニル（ＴＰＮ） 以下0.05 mg/l
プロピザミド 以下0.008 mg/l
ＥＰＮ 以下0.006 mg/l
ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 以下0.008 mg/l
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 以下0.03 mg/l
イプロベンホス（ＩＢＰ） 以下0.008 mg/l
クロルニトロフェン（ＣＮＰ） －

トルエン 以下0.6 mg/l
キシレン 以下0.4 mg/l
フタル酸ジエチルヘキシル 以下0.06 mg/l
ニッケル －

モリブデン 以下0.07 mg/l
アンチモン －

要監視項目とは、平成５年１月の中央公害対策審議会答申（水質汚濁に

係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について）を受け 「人、

の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等

、 、 」からみて 直ちに環境基準とはせず 引き続き知見の集積に努めるべき物質

として、環境庁が平成５年３月に設定したものである。

注：上記は平成14年度末現在のもの。平成15年11月5日付告示改正により、水生生物に

係る要監視項目が追加されている。


